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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数個の風力発電機単体を第１平板上に付設する風力発電機集合盤及び集合型風力発電機
であって、前記風力発電機単体は、水平軸形の風力発電機であり、回転翼と、前記回転翼
の風による回転によって発電を行う永久磁石とコイルを有する発電部と有するものであり
、前記回転翼を回転自在に軸支する軸支部と前記軸支部を把持し、前記回転翼の径を上回
る径の穴を持つ第２平板を有する風力発電機筺体と、前記風力発電機筺体上で、前記第２
平板に直角に有する第２把持部と、前記風力発電機からの発電出力を出力する第２電気配
線端子部とを有するものであり、前記風力発電機集合盤は、前記第１平板上に付設する前
記風力発電機単体に対応する複数の風通過穴と、前記第１平板上で前記風通過穴の周りに
付設し、前記風力発電機単体に対応する複数の第１把持部と、前記風力発電機単体に対応
する複数の第１電気配線端子部と、前記複数の第１電気配線端子部を共通に接続する共通
配線部とを有し、前記第１把持部と前記第２把持部は、互いに把持することで、前記風力
発電機単体を前記風力発電機集合盤に把持可能とし、前記第１電気配線端子部と前記第２
電気配線端子部を接続することで前記共通配線部に前記風力発電機単体の第２電気配線端
子部を接続させるようにしたことを特徴とする風力発電機集合盤及び集合型風力発電機。
【請求項２】
前記風力発電機集合盤は、前記風力発電機集合盤を複数個集合して使用する場合に、隣り
合う各前記風力発電機集合盤の各前記共通配線部を接続するための第３電気配線端子部を
前記風力発電機集合盤の上下又は／及び左右に設けたことを特徴とする請求項１記載の風
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力発電機集合盤及び集合型風力発電機。
【請求項３】
前記第１把持部と第１電気配線端子部を、及び前記第２把持部と第２電気配線端子部を各
々一体構成とし、第１電気配線端子部と第２電気配線端子部の接続により、前記風力発電
機単体と前記風力発電機集合盤との把持を可能としたことを特徴とする請求項１又は請求
項２記載の風力発電機集合盤及び集合型風力発電機。
【請求項４】
　前記風力発電機単体で、前記第２電気配線端子部と前記風力発電機の交流の発電出力を
整流した直流出力端との間に、マイナス側を前記第２電気配線端子部と、プラス側を前記
直流出力端と接続して逆流防止ダイオードを有し、前記逆流防止ダイオードに並列に、抵
抗と、前記風力発電機単体に付設した発光ダイオードと、電圧制御スイッチとを直列接続
した一つの回路を接続し、前記発光ダイオードの接続の極性は、前記逆流防止ダイオード
の接続の極性とは反対向きにし、前記電圧制御スイッチの制御端子の電圧を間歇的に制御
する外部の間歇発振器出力有する事で、前記第２電気配線端子部の電圧より前記直流出力
端の電圧が小さい場合に、間歇的に前記発光ダイオードが点滅するか、又は前記発光ダイ
オードの接続の極性は、前記逆流防止ダイオードの接続の極性とは同じ向きにし、前記電
圧制御スイッチの制御端子の電圧を間歇的に制御する外部の間歇発振器出力を有する事で
、前記第２電気配線端子部の電圧より前記直流出力端の電圧が大きい場合に、間歇的に前
記発光ダイオードが点滅するか、
又は、前記逆流防止ダイオードに並列に、抵抗と、前記風力発電機単体に付設した発光ダ
イオードと、電圧制御スイッチとを直列接続した二つの回路を接続し、一方の回路では前
記発光ダイオードの接続の極性は、前記逆流防止ダイオードの接続の極性とは反対向きで
あり、他方の回路では、前記発光ダイオードの接続の極性は、前記逆流防止ダイオードの
接続の極性とは同じ向きであり、前記電圧制御スイッチの制御端子の電圧を間歇的に制御
する外部の間歇発振器出力を有する事で、前記第２電気配線端子部の電圧より前記直流出
力端の電圧が大きいかどうかで間歇的に前記二つの回路の各々の発光ダイオードのいずれ
かが点滅するようにしたことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の風力
発電機集合盤及び集合型風力発電機。
【請求項５】
前記逆流防止ダイオードにダイオードを１個以上直列に加えて、順方向電圧を増加させ、
前記抵抗、前記発光ダイオード、前記電圧制御スイッチの前記直列接続したものに加わる
電圧を調整したことを特徴とする請求項４記載の風力発電機集合盤及び集合型風力発電機
。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、小型の風力発電機を複数個集合設置するための風力発電機集合盤と集合型風
力発電機に関するものである。　
【背景技術】
【０００２】
大型の風力発電機は大電力の発電する目的で単独で設置され、小型の風力発電機は小電力
の発電をする目的で設置されるが、小型の風力発電機は、小型軽量性から取り扱いが便利
であるので容易に設置でき、規模の拡張性が高い利点を有しているので、少なからず提案
されてきた。しかしながら、小型の風力発電機を利用して、中規模の電力を得ようとする
場合には、小型の風力発電機を複数使用しなければならない。このような場合に好都合な
小型の風力発電機集合体を実現する必要性があった。
【０００３】
従来提案されてきた小型風力発電機の集合装置と集合型風力発電機を特許文献で振り返っ
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てみると、図3、及び図4は、本出願の出願人が特許文献１において提案した集合装置と集
合型風力発電機の例を示す図である。更に図5は、特許文献２において示された他の出願
人にかかる集合装置と集合型風力発電機の例を示す図である。以下にその説明をすると、
図3において、３－Ａは、集合型の風力発電機を構成する風力発電機単体を示す平面図で
あり、これを３行３列に９個集合したものの斜視図を３－Ｂに示している。３－Ａにおい
て、風力発電機単体３００には、穴３０３を有する筺体部３０１、風により回転する回転
羽３０２を有する回転軸３０４、この回転軸３０４を回転自在に軸支する図示されない軸
支部とこの軸支部から穴３０３の筺体部３０１に延接し、軸支部を把持する把持柱部３０
５、回転軸に付いた図示されない永久磁石とこの永久磁石に向き合って軸支部に存在する
図示されないコイル部と、風による回転羽３０２の回転により、コイル内に誘導される交
流電流を整流する図示されないダイオードと整流電流波形の平滑用の図示されないコンデ
ンサと整流電流の図示されない外部引出端子と逆流を防止する図示されないダイオードか
らなっていて、外部引出端子３０６Ｌ、３０６Ｒ、３０６Ｕ、３０６Ｄが筺体部３０１の
４方向に出ていて、右側では、凹部３０７の中にオス側端子３０８を有し、左側では、逆
に凸部の中にメス側端子を有するようになっている。同様に、下側では、凹部の中にオス
側端子を有し、上側では逆に凸部の中にメス側端子を有するようになっている。凸部は凹
部にはめ込まれ、オス側端子は、メス側端子にはめ込まれる大きさになっているので、複
数の風力発電機単体は、上下左右にはめ込みにより３－Ｂのように集合することが出来る
。この構成の風力発電機の集合は便利であるが、唯一大きな欠点は、一旦集合した状態で
、一つの風力発電機単体が故障すると、修理のために全体をはずす必要があり、他数個を
集合する場合には、不都合である。図４では、このように１個だけをはずすことが出来な
い不都合を回避するために提案したもので、風力発電機単体４００の外部引出端子４０１
が１方向側に出ている構成のもので、これを複数個集合するための集合用支柱４０２との
集合の状態を４－Ｂに示している。集合用支柱４０２の側面にある接続口４０３に風力発
電機単体４００の外部引出端子４０１がはめ込まれる。この場合には、１個の風力発電機
単体が故障した場合、１個を外すことが出来るので好都合であるが、支柱の両側面に集合
できるのみなので、面状に多数を集合することが出来ないため、より多数の支柱が必要と
なり、コスト高になる。この４－Ｂとほぼ同じ構成が、図５に示されている。ここでは、
集合用の支柱の両側に１０個の風力発電機単体５００が集合されている。
【特許文献１】特開２００１－２００７８０
【特許文献２】特開２００３－９７４１６
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
上記のような事情から、解決しようとする課題は、従来の集合型風力発電機の不都合を克
服するものであって、小型の風力発電機単体を複数個とりわけ多数個を集合でき、１個だ
けの取り外しが容易であり、盤面の平面上に縦横に多数集合でき、且つ、低コストに提供
できる簡単な構成の風力発電機集合盤と、これを用いた集合型風力発電機を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
上記の課題を解決するための手段として、本発明による風力発電機集合盤及び集合型風力
発電機は、複数個の風力発電機単体を第１平板上に付設する風力発電機集合盤及び集合型
風力発電機であって、前記風力発電機単体は、水平軸形の風力発電機であり、回転翼を回
転自在に軸支する軸支部と前記軸支部を把持し、前記回転翼の径を上回る径の穴を有する
第２平板上の風力発電機筺体と、前記風力発電機筺体上で、前記第２平板の面に直角に有
する第２把持部と、前記風力発電機からの発電出力を出力する第２電気配線端子部とを有
するものであり、前記風力発電機集合盤は、前記第１平板上に付設する前記風力発電機単
体に対応する複数の風通過穴と、前記第１平板上で前記通過穴の周りに付設し、前記風力
発電機単体に対応する複数の第１把持部と、前記風力発電機単体に対応する複数の第１電
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気配線端子部と、前記複数の第１電気配線端子部を共通に接続する共通配線部とを有し、
前記第１把持部と前記第２把持部は、互いに把持することで、前記風力発電機単体を前記
風力発電機集合盤に把持可能とし、前記第１電気配線端子部と前記第２電気配線端子部を
接続することで前記共通配線部に前記風力発電機単体の第２電気配線端子部を接続させる
ようにしたものである。尚、ここで水平軸形の風力発電機とは、風を受けて風の方向に直
角な方向に回転翼が回転力を得る風力発電機をいう。以下、請求項に沿って説明する。
【０００６】
請求項１記載の発明は、複数個の風力発電機単体を第１平板上に付設する風力発電機集合
盤及び集合型風力発電機であって、前記風力発電機単体は、水平軸形の風力発電機であり
、回転翼と、前記回転翼の風による回転によって発電を行う永久磁石とコイルを有する発
電部と有するものであり、前記回転翼を回転自在に軸支する軸支部と前記軸支部を把持し
、前記回転翼の径を上回る径の穴を持つ第２平板を有する風力発電機筺体と、前記風力発
電機筺体上で、前記第２平板に直角に有する第２把持部と、前記風力発電機からの発電出
力を出力する第２電気配線端子部とを有するものであり、前記風力発電機集合盤は、前記
第１平板上に付設する前記風力発電機単体に対応する複数の風通過穴と、前記第１平板上
で前記風通過穴の周りに付設し、前記風力発電機単体に対応する複数の第１把持部と、前
記風力発電機単体に対応する複数の第１電気配線端子部と、前記複数の第１電気配線端子
部を共通に接続する共通配線部とを有し、前記第１把持部と前記第２把持部は、互いに把
持することで、前記風力発電機単体を前記風力発電機集合盤に把持可能とし、前記第１電
気配線端子部と前記第２電気配線端子部を接続することで前記共通配線部に前記風力発電
機単体の第２電気配線端子部を接続させるようにしたことを特徴とする。これにより、平
板上に多数の風力発電機単体を集合できる低コストの風力発電機集合盤及び集合型風力発
電機を提供できる。
【０００７】
請求項２記載の発明は、請求項１記載の風力発電機集合盤及び集合型風力発電機において
、前記風力発電機集合盤は、前記風力発電機集合盤を複数個集合して使用する場合に、隣
り合う各前記風力発電機集合盤の各前記共通配線部を接続するための第３電気配線端子部
を前記風力発電機集合盤の上下又は／及び左右に設けたことを特徴とする。これにより風
力発電機集合盤同士を多数集合して集合規模を自在に変えることが出来る。
【０００８】
請求項３記載の発明は、請求項１又は請求項２記載の風力発電機集合盤及び集合型風力発
電機において、前記第１把持部と第１電気配線端子部を、及び前記第２把持部と第２電気
配線端子部を各々一体構成とし、第１電気配線端子部と第２電気配線端子部の接続により
、前記風力発電機単体と前記風力発電機集合盤との把持を可能としたことを特徴とする。
これにより、風力発電機集合盤と風力発電機単体が簡単な構成になり、コストの低減が図
れ、両者の着脱が容易になる。
【０００９】
請求項４記載の発明は、請求項１から請求項３のいずれかに記載の風力発電機集合盤及び
集合型風力発電機において、前記風力発電機単体で、前記第２電気配線端子部と前記風力
発電機の交流の発電出力を整流した直流出力端との間に、マイナス側を前記第２電気配線
端子部と、プラス側を前記直流出力端と接続して逆流防止ダイオードを有し、前記逆流防
止ダイオードに並列に抵抗と、前記風力発電機単体に付設した発光ダイオードと、電圧制
御スイッチとを直列接続したものを接続し、前記発光ダイオードの接続の極性は、前記逆
流防止ダイオードの接続の極性とは反対向きにし、前記電圧制御スイッチの制御端子の電
圧を間歇的に制御する外部の間歇発振器出力有する事で、前記第２電気配線端子部の電圧
より前記直流出力端の電圧が小さい場合に、間歇的に前記発光ダイオードが点滅するか、
又は／及び前記発光ダイオードの接続の極性は、前記逆流防止ダイオードの接続の極性と
は同じ向きにし、前記電圧制御スイッチの制御端子の電圧を間歇的に制御する外部の間歇
発振器出力を有する事で、前記第２電気配線端子部の電圧より前記直流出力端の電圧が大
きい場合に、間歇的に前記発光ダイオードが点滅するようにしたことを特徴とする。これ
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により、消費電力を抑えながら、発光ダイオードの点滅状態で、風力発電機単体の動作や
故障状態を監視できる。
【００１０】
請求項５記載の発明は、請求項４記載の風力発電機集合盤及び集合型風力発電機において
、前記逆流防止ダイオードにダイオードを１個以上直列に加えて、順方向電圧を増加させ
、前記抵抗、前記発光ダイオード、前記電圧制御スイッチの前記直列接続したものに加わ
る電圧を調整したことを特徴とする。これにより、前記発光ダイオードへのバイアス電圧
を適正にして発光させることが出来る。
【発明の効果】
【００１１】
以上のように構成されているので、本発明による風力発電機集合盤及び集合型風力発電機
においては、盤面の平面上に縦横に風力発電機単体を多数集合でき、個々ごとの取り外し
が可能であり、修理対応が容易であり、風力発電機集合盤も低コストで構成することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
本発明による風力発電機集合盤及び集合型風力発電機は、複数個の風力発電機単体を第１
平板上に付設する風力発電機集合盤及び集合型風力発電機あって、前記風力発電機単体は
、水平軸形の風力発電機であり、回転翼を回転自在に軸支する軸支部と前記軸支部を把持
し、前記回転翼の径を上回る径の穴を有する第２平板上の風力発電機筺体と、前記風力発
電機筺体上で、前記第２平板に直角に有する第２把持部と、前記風力発電機からの発電出
力を出力する第２電気配線端子部とを有するものであり、前記風力発電機集合盤は、前記
第１平板上に付設する前記風力発電機単体に対応する複数の風通過穴と、前記第１平板上
で前記通過穴の周りに付設し、前記風力発電機単体に対応する複数の第１把持部と、前記
風力発電機単体に対応する複数の第１電気配線端子部と、前記複数の第１電気配線端子部
を共通に接続する共通配線部とを有し、前記第１把持部と前記第２把持部は、互いに把持
することで、前記風力発電機単体を前記風力発電機集合盤に把持可能とし、前記第１電気
配線端子部と前記第２電気配線端子部を接続することで前記共通配線部に前記風力発電機
単体の第２電気配線端子部を接続させるようにしたものである。以下、実施例を用い説明
する。
【００１３】
図１は、本発明による風力発電機集合盤及び集合型風力発電機の一実施態様を示す図であ
る。１－Ａ部には、集合用の風力発電機単体１００を示している。図３との違いを説明す
ると、図３では、複数の風力発電機単体を集合するための接続部が上下左右に出されてい
たこと、及び、図４又は図５の構成では、接続部が風力発電機単体の上下左右方向の内、
一方側にのみ出ていて、支柱に接続される構成となっていたことに対して、図１では、筺
体部１０１に直角に第２把持部１０２が付設してあるため、第２把持部１０２も外部引き
出し用の第２電気配線端子部１０３も風力発電機単体同士の接続ではなく、風力発電機集
合盤への接続となっている。このため風力発電機集合盤の平板の面上に多数集合できる。
風力発電機単体の個々の取り付けはずしが容易である。１－Ａ部は、集合型の風力発電機
を構成する風力発電機単体を示す平面図であり、風力発電機単体１００には、穴１０４を
有する筺体部１０１、風により回転する回転羽１０５を有する回転軸１０６、この回転軸
１０６を回転自在に軸支する図示されない軸支部とこの軸支部から穴１０４の筺体部１０
１に延接し、軸支部を把持する把持柱部１０７、回転軸に付いた図示されない永久磁石と
この永久磁石に向き合って軸支部に存在する図示されないコイル部と、風による回転羽１
０５の回転により、コイル内に誘導される交流電流を整流する図示されないダイオードと
整流電流波形の平滑用の図示されないコンデンサと整流電流の外部引き出し用の第２電気
配線端子部１０３と逆流を防止する図示されないダイオードからなっている。１－Ｂは、
１－Ａを裏側からみた斜視図である。裏側には、ここでは第２把持部１０２として４本の
ピンが出ている。このピンは、１－Ｃ部の第１把持部１０８（この例では、把持部用穴部
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）に挿入できるようになっていて、挿入後、ナット締めなどで固定することが出来る。勿
論、穴部が１－Ａの発電機単体側に、ピンが風力発電機集合盤側についていてもよい。又
、これら以外の支持のやり方でもよい。例えば、把持部の形状は、ピンにこだわらず、１
－Ｅのように　突起状の細長い第１把持部１０８か又は図示しないが細長い穴の形状を持
つ風力発電機集合盤１１０と風力発電機単体１００の筺体１０１の第２把持部１０２がか
み合うか、又は、はめ込まれるようになっていてもよい。他にも把持の手段が可能である
。１－Ｃ部の風力発電機集合盤部１１０は、縦横に４個の風力発電機単体１００を集合で
きるものの例であり、風が通り抜ける部分に対応して、風力発電機単体の回転羽１０５の
径に近い風通過穴１１２が開いている。１個だけ風力発電機単体１００が付設してある平
面図となっている。４個以上の風力発電機単体１００を集合するためには、多数集合でき
るように風力発電機集合盤１１０の大きさを大きくするか、この例の風力発電機集合盤１
１０を多数使い、共通配線部を相互に接続すればよい。そのためには、風力発電機集合盤
１１０の上下又は／および左右に共通配線部に接続した第１電気配線端子部１１１を設け
ておけばよい。１－Ｄは、１－Ｃの裏側から見た斜視図となっている。第１電気配線端子
部１１１を相互に接続する共通配線部１１３Ａ、１１３Ｂが示されている。尚、図には示
さないが、前記第１把持部と第１電気配線端子部を、及び前記第２把持部と第２電気配線
端子部を各々一体構成とし、第１電気配線端子部と第２電気配線端子部の接続により、前
記風力発電機単体１００と前記風力発電機集合盤１１０との把持を可能とすることが出来
る。この場合には、風力発電機集合盤１１０と風力発電機単体１００が簡単な構成になり
、コストの低減が図れ、両者の着脱が容易になる。すなわち、第１電気配線端子部１１１
と第２電気配線端子部１０３とが、電気的接続以外に把持の機能を果たす訳である。
【００１４】
図２は、本発明による風力発電機集合盤及び集合型風力発電機の内部の電気回路図を示す
図である。２－Ａ１と２－Ａ２部の中身は同じで２台の風力発電機単体部１００内の電気
回路、２－Ｂは風力発電機集合盤１１０内の電気回路、２－Ｃは風力発電機集合盤１１０
から引き出された後の電圧変換と蓄電部の電気回路、２－Ｄは、２－Ａ１又は２－Ａ２部
の別の応用回路であり、発光ダイオードを点滅する応用例を示している。２－Ａ１では、
回転羽１０５の回転に伴って、永久磁石の回転により、これと向き合った３個の電磁石の
コイル２０１に交流電流が流れる。図のように結線された６つのダイオード２０２により
、整流され、コンデンサ２０３により平滑されて、逆流防止ダイオード２０４に直流とな
って流れ込み、端子部２０５Ａ、２０５Ｂから電力として取り出せる。逆流防止ダイオー
ド２０４は、端子部２０５Ａ，２０５Ｂ側から逆に電流が流れ込まないように付設してあ
る。ここでは、２－Ａ２もあるので、２台の風力発電機単体部が集合している例を示して
いる。２－Ｂでは、風力発電機集合盤１１０内の電気配線であって、配線部として２本の
共通配線Ｌ１とＬ２があって、電気的接続部で、端子部２０５Ａ，２０５Ｂに接続してい
る。これらの端子一つが風力発電機集合盤１１０内の第１電気配線端子部と風力発電機単
体部１００内の第２電気配線端子部に対応している。２本の共通配線Ｌ１とＬ２の風力発
電機集合盤１１０からの出力端子Ｌ１Ｏ、Ｌ２Ｏは、２－Ｃ部において、ここでは、所望
の電圧に変換するため、ＤＣ／ＤＣコンバータ２０６に入力し、所望の電圧出力として、
ここでも逆流防止ダイオード２０７を通して、蓄電池２０８に電力が蓄えられる。端子Ｖ
０、ＶＧは負荷に電力を供給する出力端子であり、コンデンサ２０９は、ＤＣ／ＤＣコン
バータ２０６での変換電圧のリップルを改善するものである。例えば、以上のように風力
発電機単体部１００が増設すれば、２Ａ－３・・・・と増やすことも、又、１個だけ外す
ことも可能であり。動作状態で外しても何の問題もない。端子部２０５Ａ、２０５Ｂの接
続と第１把持部と第２把持部を外す又は付けるだけで可能である。２－Ｄは、２－Ａ１又
は２－Ａ２の部分の他の例を示している。風力発電機単体１００で、第２電気配線端子部
１０３に対応する端子部２０５Ａと前記風力発電機の交流の発電出力を整流した直流出力
端２１０との間に、ダイオードのマイナス側を前記端子部２０５Ａと、プラス側を前記直
流出力端２１０と接続して逆流防止ダイオード２０４を有し、逆流防止ダイオード２０４
に並列に抵抗２１１と、風力発電機単体１００に付設した発光ダイオード２１２と、電圧
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制御スイッチ２１３とを直列接続したものを接続し、前記発光ダイオード２１２の接続の
極性は、前記逆流防止ダイオード２０４の接続の極性とは反対向きにし、前記電圧制御ス
イッチ２１３の制御端子２１４の電圧を間歇的に制御する外部の間歇発振器２１５の出力
を有する事で、前記端子部２０５Ａの電圧より前記直流出力端２１０の電圧が小さい場合
に、間歇的に前記発光ダイオード２１２が点滅するか、又は／及び前記発光ダイオード２
１２の接続の極性は、逆流防止ダイオード２０４の接続の極性とは同じ向きにし、前記電
圧制御スイッチ２１３の制御端子２１４の電圧を間歇的に制御する外部の間歇発振器２１
５の出力を有する事で、前記端子部２０５Ａの電圧より前記直流出力端２１０の電圧が大
きい場合に、間歇的に前記発光ダイオード２１２が点滅することが出来る。例えば、１０
秒に１回０．５秒の点灯をさせることで、点灯時の電力消費を抑えることが出来る。又、
点滅の時間配分は間歇発振器２１５において自由に設定可能である。間歇発振器２１５は
、例えば、２－Ｃ部の負荷側出力端子ＶＯ，ＶＧに電源端子を接続することで電源を供給
し動作させること出来る。以上により、消費電力を抑えながら、発光ダイオード２１２の
点滅状態で、風力発電機単体の動作や故障状態を監視できるので好都合となる。又、逆流
防止ダイオード２０４にダイオードを１個以上直列に加えて、順方向電圧を増加させ、前
記抵抗２１１、前記発光ダイオード２１２、前記電圧制御スイッチ２１３の前記直列接続
したものに加わる電圧を調整することが出来るので、発光ダイオード２１２にかかる電圧
を適正に確保できる利点がある。尚、電圧制御スイッチ２１３は、ＭＯＳスイッチやアナ
ログスイッチ、固体継電器を用いることが出来る。
【産業上の利用可能性】
【００１５】
以上の様に、本発明による風力発電機集合盤及び集合型風力発電機は、１枚の風力発電機
集合盤に小型の風力発電機を上下左右に多数個平面状に集合できるので、風を受ける面積
を大きく取ることができ、しかも簡単な構成なので、低コストで実現できるので、産業上
大きな利用性を有している。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明による本発明による風力発電機集合盤及びこれを用いた集合型風力発電機
の一実施態様を示す図である。
【図２】本発明による風力発電機集合盤及び集合型風力発電機の内部の電気回路を示す図
である。
【図３】本出願の出願人が従来提案した集合装置と集合型風力発電機の例を示す図である
。
【図４】本出願の出願人が従来提案した集合装置と集合型風力発電機の例を示す図である
。
【図５】他の出願人が従来提案した集合装置と集合型風力発電機の例を示す図である。
【符号の説明】
【００１７】
１００、３００、４００、５００　風力発電機単体
１０１、３０１　筺体部
１０２　第２把持部
１０３　第２電気配線端子部
１０４、３０３　穴
１０５、３０２　回転羽
１０６、３０４　回転軸
１０７、３０５　把持柱部
１０８　第１把持部
１１０　風力発電機集合盤
１１１　第１電気配線端子部
１１２　風通過穴
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１１３Ａ、１１３Ｂ　共通配線部
２０１　コイル
２０２　ダイオード
２０３、２０９　コンデンサ
２０４、２０７　逆流防止ダイオード
２０５Ａ、２０５Ｂ　端子部
２０６　ＤＣ／ＤＣコンバータ
２０８　蓄電池
２１０　直流出力端
２１１　抵抗
２１２　発光ダイオード
２１３　電圧制御スイッチ
２１４　制御端子
２１５　間歇発振器
Ｌ１、Ｌ２　共通配線
Ｌ１Ｏ、Ｌ２Ｏ　出力端子
ＶＯ、ＶＧ　負荷側出力端子
３０６Ｌ、３０６Ｒ、３０６Ｕ、３０６Ｄ、４０１　外部引出端子
３０７　凹部
３０８　オス側端子
４０２　集合用支柱
４０３　接続口
 
 

【図１】
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【図３】
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